仕様書

１　件　　名　　大分県立別府やまなみ支援学校スクールバス運行委託業務

２　委託期間　　契約締結日から令和9年3月３１日

３　委託目的　　大分県立別府やまなみ支援学校に在籍する児童・生徒の通学及び校外で実施する学校行事の行程に利用するスクールバスの安全・安心な運行のため

４　委託内容　　①大分県立別府やまなみ支援学校が保有、管理するスクールバスの運行業務
　　　　　　　　（運行業務委託内容の細目は別紙のとおり）
　　　　　　　②道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項に基づき
選定された安全運転管理者が行う道路交通法施行規則第9条の10第１項各号に定める業務・・・（受託者が安全運転管理者の業務を実施する場合）

５　業務の実施について
（１）法令の遵守
受託者は､委託業務を行うに当たっては、道路交通法(昭和35年法律第105号)　道路交通の安全確保に関する法令並びに道路運送車両法(昭和26年法律第185号)､その他自動車の安全確保及び整備に関する規定を遵守しなければならない。

（２）運転手､介助員の配置
受託者は､４の運行業務を行うため､運転手2名及び介助員4名を配置しなければならない。

（３）運転手及び介助員の選任等
1 受託者は､運転手及び介助員(以下｢運転手等｣という｡)の選任に当たり､児童･生徒の通学及び学校行事の行程等(以下｢通学等｣という｡)に利用するスクールバスであることを考慮し､責任感強く､誠実にして健康な者を選任しなければならない。
2 受託者は､原則として､年間を通じて職務に就ける運転手等を選任しなければならない｡ただし､特別な事由がある場合は､事前に学校長の承諾を得て別途選任できるものとする｡
3 受託者は､介助員の選任に当たり､スクールバスへの乗降及び乗車中の介助等を行うため､児童福祉施設等での業務経験者又はスクールバス等の介助経験者を選任するよう努めなければならない。
4 受託者は､運転手等の選任後､当該運転手等に係る履歴書及び資格の免状の写し(運転免許証含む｡)等及び健康診断書の写しを、履歴書は契約時に、資格の免状の写しは契約時及び免状更新時に、健康診断書の写しは契約時に学校長に提出しなければならない。（様式第２号）
5 本業務の履行期間中において、運転手等がやむを得ない理由により本業務に従事できない状況が生じた場合、受託者は速やかに運転手等の代替要員を確保しなければならない。また、運転手等の代替要員を確保した場合は、速やかに④に定める書類を委託者に提出しなければならない。（様式第３号）
6 運転手等の勤務労働条件は受託者において管理し、委託者に対し直接的な要求や要望はできないものとする。

（４）緊急時の対応
受託者は､委託業務中､交通事故その他の緊急事態が発生した場合は､直ちに適切な応急処置を講じるとともに､速やかに委託者に報告しなければならない。

（５）研修
①　受託者は､契約締結後､運転手等に対するスクールバスの運行業務､介助等に関する研修を１年間に３回以上実施するものとし、その実施計画について別紙研修実施計画(様式第４号)を契約時及び長期継続契約の２年目以降は年度当初に委託者に提出しなければならない。
②　受託者は研修を実施した都度、研修実施報告書（様式第４号の２）を委託者に提出しなければならない。

（６）車両の点検等
①　受託者は､常に車両の状態及び使用状況について把握しなければならない｡
②　受託者または運転手は､日常点検表（様式第５号）により運行前点検を行わなければならない。
③　運転手は、運行業務終了後、運転日報（様式第６号）を次の運行日までに委託者へ提出しなければならない。
④　受託者は､スクールバスの修繕等を行う必要があると認めた場合は､速やかに委託者へ通知しなければならない。

（７）安全運転管理者の業務
受託者は、当仕様書４②の業務について、毎月１回以上、委託者に報告しなければならない（様式第７号）。・・・（受託者が安全運転管理者の業務を実施する場合）

(８)その他
受託者は､契約締結後､下記の内容を含む任意保険に加入し､その写しを委託者に提出しなければならない。
      【保険内容】　対人：無制限　対物：無制限　搭乗者：２千万円



（別紙）
スクールバス運行業務内容（細目）

１　受託者は､委託者が作成する運行計画表(様式第１号)によりスクールバスの運行業務(以下｢運行業務｣という｡)を行うものとする｡

２　委託者は､運行計画表(様式第１号)に定める停留所及び時刻等を変更する場合は､その都度､受託者に変更する内容について通知するものとする。

３　委託者は､学校行事の行程等に変更がある場合は､受託者に変更する内容を通知するとともに､運行方法について事前に協議するものとする｡

４　本契約に基づくスクールバスの運行日は、原則として、契約日から令和9年3月３１日までの間で委託者が指定した日とする。
　　年間登下校運行予定日数　　令和8年度：２００日
　　年間校外学習運行予定日数　令和8年度：　３５日

５　運行経路・運行距離及び運行時刻については、運行計画表(様式第１号)及び「令和8年度スクールバス運行経路図」を参照のこと。ただし、学校運営上の必要があり、一斉下校・臨時運行を行う場合の運行時間等の変更及び自然災害等により運行が困難な場合は委託者の指示によること。

６　その他
（１）受託者は､スクールバスの運行業務終了後､運転日報(様式第６号)に所要事項を記載し､次の運行日までに委託者に提出すること。また、学校支給の携帯電話を使用し、日々の運行状況を委託者が指定したWEBサイトに記録すること。
（２）運転手等は、委託者及び担当教職員と協力し、必要な児童・生徒に対して乗降を支援すること。
（３）運転手等は、委託者と協力し、運行業務開始前にバス車内の清掃とアルコール等による消毒作業を実施すること。
（４）運転手等は、児童・生徒の乗降時、目視及び点呼等の方法により、降車時においては置き去り防止用安全装置を用いて所在確認を行うこと。
　（５）スクールバス運行に必要な燃料及び消耗品交換を含む各種法定点検等に係る費用は、委託者が負担する。
　 (６) 運行予定日数、校外学習運行予定日数に軽微な変更があったとしても変更契約は行わないものとする。なお、校外学習には、運転手一名のみ同行。介助員の同行は不要とする。

